
【無償化にかかる手続きのイメージ】 

○ 利用する施設・サービスによって、手続きが異なります。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【幼稚園を利用する前に･･･】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幼稚園を利用したときは･･･】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・幼稚園（子ども・子育て支援新制度の対象） 

・保育所（園） 

・認定こども園 

・地域型保育施設 

 （小規模保育、家庭的保育、事業所内保育） 

の場合 

無償化にかかる手続きは 

不 要！ 

幼稚園（子ども・子育て支援新制度未移行）の場合 
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①無償化の手続きの案内 

 

③利用施設を経由して「施設等利用給付認定通知書」を送付 

②居住する市町村に利用施設を経由して、 
「子育てのための施設等利用給付認定申請書」を提出 

基本的に施設を経由 

《 幼 稚 園 》 
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①利用料の請求・支払 
※無償上限額を超過した場合 

 （滑川市在住の第２子以降の

子ども除く） 

 

②「領収証」（差額分） 
「提供証明書」 

の発行 

③代理受領額の通知 

※無償化分の費用を請求 

※無償化分の支払い 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施設・サービスを利用する前に･･･】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施設・サービスを利用したときは･･･】（複数施設・サービスを利用した場合の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・幼稚園（認定こども園（教育利用））の預かり保育 

・認可外保育施設等（一時預かり事業、病児保育事業など含む） の場合 
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②「施設等利用給付認定通知書」の発送 
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①利用料の請求・支払 

②「領収証」・「提供証明書」の発行 

①’利用料の請求・支払 

④無償化の上限月額の範囲で支払い（年４回） 

認
可
外
保
育
施
設
等 

※
預
か
り
保
育
利
用
の
場
合
、 

条
件
付
き
で
無
償
化
の
対
象 

②’「領収証」・「提供証明書」
の発行 

 

③「施設等利用費請求書（償還払い用）」により請求（３ヶ月に１回） 
 （利用施設発行の「領収証」・「提供証明書」を添付） 
 

一旦、利用料を利用施設へ

支払う必要があります 

「保育の必要性がある」子どもが

認定対象です。 

企業主導型保育施設 の場合 
利用施設へ直接申請することに 

なります。 

①居住する市町村へ 
「子育てのための施設等利用給付認定申請書」を提出 

※勤務証明書等の添付が必要です。 



 

 

 

【施設・サービスを利用する前に･･･】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【サービスを利用したときは･･･】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「保育の必要性」の判定の際、０歳から２歳児の場合、住民税非課税世帯で 

あることの確認も必要であるため、課税（非課税）証明書の提出を求める場合 

があります。 

ファミリー・サポート・センターの場合 
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①ファミリー・サポート・センターを介して利用契約 

②利用料の請求・支払 

③「活動報告書」の発行 

 

④「施設等利用費請求書（償還払い用）」により請求（３ヶ月に１回） 
 （提供会員発行の活動報告書を添付） 
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⑤無償化の上限月額の範囲で支払い（年４回） 

 

※「活動報
告書」（控
え）の送付 
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②「施設等利用給付認定通知書」の発送 

「保育の必要性がある」子どもが

認定対象です。 

一旦、利用料を提供会員へ

支払う必要があります 

①居住する市町村へ 
「子育てのための施設等利用給付認定申請書」を提出 

※勤務証明書等の添付が必要です。 


